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戦国期矢上の領主中田氏の動向

盛 本 昌 広

はじめに

 従来の戦国期の後北条領国に関する研究は後北条氏当主や一族，または

城主クラスの支配体制やその動向が中心であり，それより下の レベルの家

臣が研究対象に取り上げ られることは少なかった。彼 らは貫高で言えば，

百貫以下 の知行者であるが，知行地に館や屋敷 を構え，農業経営にも携

わっていて，より在地に密着 した存在であった。 しか し，その一方で，北

条氏の配下で様々な実務をこな し，戦に参加するなどの活動 も行 っていた。

戦国後期になると，北条氏は軍役負担者の増加を図 り，村落上層の者を取

り立てて，給田や知行地を与えるようになり，その家臣の裾野は広が りつ

っあった。彼 らは後北条氏滅亡後に運良 く仕官 した者 もあるものの，大多

数は知行地や別の土地に帰農 し，近世には名主を勤めるなど旧家として一

定の権威を村落内で保っていた。

 こうした下層の家臣の中にも，かなり階層差があり，その相違を位置付

けることも大切だが，個別の家臣を対象として，戦国か ら近世にかけての

動向を明 らかにする必要があると思われる。そこで，本稿は矢上(横 浜市

港北区)の 知行者であった中田氏を対象として，その動向を明 らかにする

ことを目的とする。後述するように，矢上村には中田氏に関する伝承や遺

跡が存在 し，近世にもその存在は村人に影響を与えていた。

 矢上村は慶応大学日吉校舎と矢上校舎をその領域に含み，日吉校舎のあ

る台地の東側，矢上校舎のある台地の南側に集落が集中 していた。中田氏
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の館跡 と伝える場所は現在は野球場 とハ ンドボール場になっているが(真

下 は新幹線の トンネル)，野球場の一角とそこへ上がる階段の登 り口に中

田氏の子孫が建立 した石碑が存在する。(Dこ の付近の谷はかつては水田で

あり，台地上の古墳の存在か ら見て，かな り古 くか ら開発されていたと思

われ，戦国期においても矢上の主要な水田の所在地であった。

 一方，矢上村の領域にある二っの台地の間を西に向かって谷が入 り込ん

でいるが， この谷の西は近世には駒ケ橋村(横 浜市港北区下田町)， その

奥が高田村(同 区高田町)で あった。また，矢上村の東側を流れている矢

上川の対岸は南加瀬 ・北加瀬村で，その東側には小倉 ・平間 ・鹿島田村が

あ った。矢上 ・駒ケ橋村の北側 は木月 ・井田村，南側 は箕輪 ・駒林村が

あった。これ らの地域は様々な点で交流が深かったが，明治二二年(一 八

八九)に 矢上 ・南加瀬 ・鹿島田 ・駒林 ・駒ケ橋 ・箕輪 ・小倉の七村が合併

して日吉村が成立 した。 しか し，昭和初期には川崎市と横浜市のどちらに

編入されるかで紛糾 した地域でもある。本稿ではこうした矢上周辺地域の

戦国期の状況 も明 らかにするっ もりである。

1 中田氏の知行地の分布

 永禄二年(一 五五九)作 成の 『所領役帳』の御家中衆に 「小机衆 三郎

殿」の記載があり，小机本郷の百七十六貫四百三十文を筆頭に，計千六百

二十二貫百十二文を知行 している。 この三郎殿は北条宗哲(氏 綱の弟)の

子 と推測され，(2)当時小机城主であり，その配下に小机衆がいた。既に湯

山学氏が指摘 しているように， 『所領役帳』 の三郎殿以下には小机衆の名

前 と知行地 ・貫高が列記され，神田次郎左衛門から村島豊左衛門までの計

千六十九貫百十八文 と上田左近 ・笠原平左衛門 ・増田の三人の二っのグ

ループに分けられている。(3)この小机衆の中には後北条氏滅亡後にそのま

ま知行地に土着 し，名主を勤あるなど村落内で有力者 としての地位を保 っ

た家 もある。

 その一っが近世に川島村の名主を勤めた中田氏である。 『所領役帳』 の
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小机衆には中田加賀守の名があり，川嶋(横 浜市保土ヶ谷区)で 十一貫五

百五十文，矢上之内で三貫八百七十文，計十五貫八百七十文を与えられて

いる。同姓の知行人として，中田藤次郎の名 もあり，渋口(川 崎市高津区

子母口)で 十五貫百八十文を知行 している。(4)

 また，太田新六郎(康 資)の 知行地の中に，「稲毛 鹿嶋田 ・借宿中田

分」(二 貫五百文)， その次に 「同 小田中分同人分」(一 貫二百文)と あ

る。「所領役帳』 における康資の知行地は直領 と 「寄子衆二配当候書立」

に分かれているが， この部分 は後者にあたり，康資の寄子の中田氏が鹿嶋

田 ・借宿(川 崎市幸区)・ 小田中(川 崎市中原区)を 知行 している様子が

窺える。 しか し，その貫高はわずかであり，各村には別の知行者がいたと

も考えられ る。鹿嶋田に関 しては，康資の寄子の知行分 として 「鹿嶋田

中村分」(一 二貫八五〇文)と あり，中村氏の知行地が存在 していた。

 永禄四年(一 五六一)八 月，小机城主北条氏堯は市野善次郎に 「稲毛之

内木月之郷中田彦七郎并賀藤分」を与えていて，(5)木月郷(川 崎市中原

区)は これ以前は中田彦七郎と賀藤氏の所領であったことが窺える。この

木月は 『所領役帳』では康資の知行地(二 五貫文)で もあったので，永禄

二年の段階では北条氏と太田氏の相給で，その二年後に北条氏直轄領が市

野氏の知行地とされたと思われる。 しか し，木月郷内の北条氏直轄領のす

べてが市野氏に与え られたとは限 らず，なお も北条氏直轄領が残存 してい

た可能性もある。この市野氏に関 しては後述する。

 矢上の東隣は近世には北加瀬村，その東隣に鹿嶋田村，北隣に借宿村が

ある。 また，矢上の北隣には近世には木月村，その西北隣に上小田中 ・下

小田中村があった。つまり，中田氏の知行地の子母口 ・木月 ・鹿嶋田 ・借

宿 ・小田中は，すべて中田加賀守の知行地である矢上の近隣にあり，地域

的にまとまっている。以上の知行関係により，以前か ら中田氏は矢上周辺

を一族の間で分割 して知行 していたが，加賀守のように北条氏家臣となっ

た者と太田康資の家臣となった者に分かれ，改めて知行地を安堵されてい

たと推測される。その中で も加賀守は知行貫高の多さか ら見て，惣領と見
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られ，渋江の知行者中田藤次郎や康資の家臣の中田氏はその一族であろう。

元々は太田氏家臣であった中田氏は矢上を足場にして，矢上川対岸地域に

も進出 し，この地域にかなりの勢力を持っていたと考え られるが，後北条

氏の進出によって一族が分裂 し，その勢力は前代に比べると弱体化 したと

思われる。

 一方，康資の寄子分として与えられた知行地の貫高は少ないので，前述

したように各村には別の知行者がいたはずである。渋口に関 しては，康資

の寄子の知行地には 「渋口分同人(蒲 田分)」(十 貫文)が あり，渋江 も中

田 ・蒲田両氏が知行 していた。黒田基樹氏 によれば，康資の知行地は大き

く①江戸地域北部，②江戸地域南部，③稲毛，④小机に分かれ，稲毛 ・小

机 に関 しては矢上川 と多摩川の間に集中 していることが明 らかにされてい

る。(6)また，康資の寄子の知行地のすべてが北条氏によって把握されたと

は言えないと述べているが，中田氏の場合 も把握されていない所領分が

あったとも考えられる。一一方，木月郷のように明 らかに北条氏直轄領 も存

在するので，この地域の知行関係はかなり入り組んだ ものであったのは間

違いない。

 ところで， 『所領役帳』 の村名にある稲毛や小机の注記は地域呼称の一

種だが，いかなる領域を示 しているのだろうか。矢上付近では矢上 ・箕

輪 ・駒林 ・井田 ・上丸子 ・戸手 ・下丸子は小机，高田 ・木月 ・小田中 ・小

倉 ・鹿嶋田 ・渋口は稲毛であり，この地域は小机と稲毛が錯綜 している。

稲毛の呼称は稲毛庄という荘園名に由来する。稲毛庄は承安元年(一 一七

一)の 稲毛本荘検注目録に 「稲毛本御庄」とあるのが初見で，内部は本田

二六六町三〇〇歩と新田五五町六段一四〇歩があり，新田の除田の中に神

田一町二段があり，その内訳は 「稲毛郷鎮守両所六段，井田郷鎮守三段，

田中郷鎮守三段」となっていた。(7)同目録の本田の除田の中に 「春日新宮

免二町」とあるが，これは宮内村にある春日神社のことで，この付近が稲

毛郷と推測されている。(8)また，井田郷 は井田村，田中郷は小田中村のこ

とであり，矢上の北部の中原区一帯が稲毛庄の中心地であったことが窺え
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る。

 一方，元久元年(一 二〇四)の 九条兼実置文には 「稲毛新庄」の名も見

え，稲毛庄は本庄 と新庄に分かれていた。中世史料では稲毛新庄内の地名

としては 「稲毛新庄坂戸郷」「稲毛新庄内渋口郷」「稲毛新庄領家方内木田

見方郷」があり，現在の高津区一帯が稲毛新庄であったことがわかる。こ

のように，稲毛庄は現在の中原 ・高津区を荘域 としていたと推測できるが，

室町から戦国期になると稲毛郡の名称が現れ，本来の稲毛荘よりも領域が

拡大する傾向がでてくる。多摩川下流には河崎荘 という荘園があり，その

中心は今の川崎駅付近であったが，天文十六年(一 五四七)三 月の熊野先

達壇那注文に 「いなけ郡河崎郷住」 とあり，河崎庄 も稲毛郡内に属すとい

う認識が広まっていた。(9)

 こうした稲毛 という地域呼称の拡大が 『所領役帳』の稲毛の注記に反映

していると思われる。注記のある郷村は東は多摩川，西は鶴見川 ・矢上川，

南は鶴見川河口に近い小田，北は溝口 ・末長 ・長尾をほぼ境界とし，中世

前期の稲毛庄の領域を越えている。そして， この拡大 した稲毛の領域は近

世の稲毛領に発展 し，一定の地域単位をなすに至った。

 一方，稲毛の内部には小机の注記がある村 も見られ，明らかに稲毛庄内

であった井田も小机 とされている。矢上川は基本的には小机と稲毛の境界

をなしていたが，川をはさんで両方の村が入 り乱れていて，領域的には混

乱が生 じている。 この混乱の原因は明確ではないが，太田氏の支配段階の

知行関係が影響を及ぼしていると推測される。また，扇谷上杉氏の武蔵国

支配の際に，小机城は争奪の対象 となるなど，重要な城であり，小机城を

中心に扇谷上杉氏や太田氏の支配が行われ，それが小机の呼称の拡大を生

んでいたとも考えられる。

 ところで， 『所領役帳』 段階での矢上周辺の郷村の知行者はどのように

なっていたのだろうか。矢上の北の駒ケ橋村は 『所領役帳』に名が見えな

いので，北条氏直轄領 と推測される。その北側の高田は 『所領役帳』では

江戸衆の恒岡弾正忠の所領(三 二貫五百文)で 他に下平川(千 代田区神田
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錦町 ・大手町西部)・ 中丸(板 橋区中丸)・ 富塚(新 宿区西早稲田)・ 北

見(世 田谷区喜多見)・ 「板橋高本方」 ・小日向(文 京区小日向)に も所

領(計 九三貫二五〇文)が あった。弾正忠は江戸太田氏の家臣であったが，

後北条氏の武蔵進出の過程で，その家臣になったと思われる。

 一般に 『所領役帳』では記載の先頭または貫高の最大の地が本拠地とさ

れているが，(10)弾正忠の場合は高田が記載の先頭かっ貫高最大 なので，

この地が本拠地 と思われる。(11)前述 したように，矢上周辺には太田氏 と

その家臣の所領が集中 して存在するので，恒岡氏も以前に太田氏から高田

を宛行われ，そこを本拠地 としたのであろう。そ して，これに加えて江戸

周辺の所領 も太田氏から与えられたと推測される。 「所領役帳』 の康資の

寄子知行分には 「長尾村 鈴木共恒岡分」(ニ ー貫文)， 「江古田恒岡分」

(五貫文)と あり，太田氏寄子の恒岡氏が長尾(川 崎市長尾区)と 江古田

(中野区)を 知行 していた。(12)長尾は稲毛に属 し，矢上川上流の北側に位

置するので，恒岡氏 はこの地域 と関係が深かったことが窺える。

 一方，矢上の南側の綱嶋と箕輪村は御家中衆の左衛門佐殿(北 条氏堯)

の知行地で，その貫高は計二百貫であった。氏堯は永禄四年(一 五六一)

閏三月以前に三郎殿に代わって，小机城主となっていた人物で，氏綱の子

と推測 されている有力な北条一族であった。(13)北条氏入部以前の知行者

は不明だが，太田氏や扇谷上杉氏，またはその家臣が知行者で，それを北

条氏が没収 して，氏堯に与えたと推測される。綱島と箕輪は隣接 している

が，綱島の地名は鎌倉時代か ら見 られるので，(14)箕輪は室町か ら戦国期

に綱島か ら分村 したものと思われ，それゆえにこの時点で も両者は一体の

土地 として扱われていたのだろう。綱島の南には鶴見川が流れ，橋 も架け

られていた交通の要地であり，その重要性により，氏堯の知行地となって

いたと思われる。

 矢上の西隣の駒林村は 『所領役帳』では御家中衆市野弥次郎(四 三貫七

二〇文)と 職人衆江間藤左衛門(十 貫文)の 所領であった。職人への所領

は給田という形式で与えられるのが一般的だが，(15)給田は北条氏直轄領
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の内部に設定されるものなので，駒林も元々は北条氏直轄領となる。

 元亀三年(一 五七二)に 北条氏光は市野善次郎に着到定書を発給 してい

るが，それには着到の基準貫高 として 「駒林之 内給 田」 で十貫 文 とあ

り，(16)駒林には別人の給 田も存在 していた。前述 したように永禄四年に

善次郎は木月郷で所領を与え られていて，この時に加増が行われたのであ

る。市野弥次郎と善次郎は一族と思われるが，北条氏は両者に所領を与え

て，新たに家臣 として取 り立てたのである。(17)戦国後期になると北条氏

が新たな家臣への給分として，直轄領に給田を設定する動きが目立ってい

るが，この事例はその典型と言えよう。

 その後，天正一二年十月付の北条家朱印状では松田肥後守(康 郷)に

「私領稲毛之内駒林之村」 で以前からの役は相違なく勤め， 新儀の役は虎

の印判状で命 じると告げている。(18)このことは松田氏 も駒林 に知行地を

持 っていたことを意味 し，駒林は給田 ・私領 に分割 されていたのである。

結局，駒林は本来は北条氏直轄領であったが，それが市野 ・江間 ・松田氏

へ分け与えられ，天正後半には純粋な直轄領はほとんど残存 していなかっ

たと見 られる。

 なお注意 したいのは，この松田肥後守宛の北条家朱印状写が駒林村在住

の旧家川田家に残されていることである。この朱印状は新規役の賦課が虎

印判状で行われることを明確化 した点に意義があるが，これは実際に役を

勤める駒林村内の百姓に利益をもたらすことである。百姓は松田氏を通 じ

て北条氏に新規役の賦課停止を要望 し，その結果朱印状が松田氏に発給さ

れ，それが駒林の小代官または名主 に与えられたと思われる。川田家に残

されている別の朱印状の宛名は駒林小代官 ・百姓中とあり，(19)川田家は

戦国時代には小代官または名主を勤めていたのだろう。一方，市野家には

こうした朱印状は伝わっていないので，戦国後期にはこうした組織とは関

係がなく，北条家臣として村落に臨んでいて，川田家とは立場を異にして

いたと見 られる。両家共に近世 には駒林村の百姓 になったが，こうした戦

国段階での立場の違いは近世 における両家の存在形態 にも影響を与えたと
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思 わ れ る。

2 中田加賀守 ・修理亮の動向

 このように，知行地を縮小された中田加賀守であったが，小机城主北条

氏の家臣となっていて，その活動を示す文書が三点残されている。

鳥山之内神台地雲松院分検地指出

弍町壱反大七十歩

  分銭拾貫九百卅二文

七段小四十歩

  分銭七百四十四文

    四百八十二文

以上拾弐貫百五十八文

    役銭之儀者，

 田数

   反別五百文充

 畠数

秋成 反別百文充

  夏成 同 六十五文充

定納 惣合弐拾九貫八百文

          重而可被仰出者也

一囮∴翻

雲松院領

   代官

   百姓中(20)

中田加賀守(花 押)

 雲松院は小机村にある曹洞宗寺院で，小机城主北条氏 は様々な形で保護

を加えていた。この桐圭朱印は当時の小机城主北条氏光のもので， この文

書の内容を保証する意味を持ち，雲松院の寺領に関 して，田畠の面積 と年

貢高を確定 し，さらに役銭の納入については後 日命 じるとしたものである。

田一反あたり五百文，畠一反あたり百六十五文は後北条領国における年貢

高算出のたあの一般的な基準であり， この場合 もその基準を踏襲 していて，
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寺領内の百姓は一年間に計二十九貫八百文を雲松院に納入することになっ

た。

 『所領役帳』 では小机城主三郎殿が， 鳥山(横 浜市港北区)で 百二十四

貫七百七十文を知行 しているが， この前後に自領の一部を割いて，雲松院

に寺領を寄進 したものと思われる。文書の最初には 「鳥山之内神台地」 と

あり， 寺領は鳥山の中の 「神台地」(神 太寺)に あったことがわかる。(21)

「風土記稿』 には小机城主笠原信為(実 際は城代)が この地に神太寺を建

立 し，二代目の住職天叟順孝が小机に移 して，雲松院が成立 したという伝

承が掲載されているが，この伝承通 りならば神太寺は雲松院の旧地なので，

その地に元々の寺領があり，それを北条氏が安堵 したとも考えられる。

 この点はともあれ， この文書が出される直前に検地が行われ，その結果

をまとめた検地指出が作成されたのである。指出の意味に関 しては，従来

か ら多 くの議論があり，その内容 も多様であるが，(22)この場合は小机城

主か ら検地役人が派遣され，寺領の代官 ・百姓の立会いの元で検地が行わ

れたと見 られる。 『所領役帳』 には鳥山で検地が行われたという注記はな

いので，この段階で初めて正式な検地が行われ，寺領年貢が確定されたと

思われる。北条氏は田畠の面積ならびに貫高を基準にして，懸銭や普請役

など様々な公事を賦課 したが，そのためにも領内における田畠の面積や貫

高の確定は急務であ り，神太寺で もそれがようや く実現 したのである。

 署名者である久米玄蕃助 ・武図書助 ・中田加賀守の三人は小机城主北条

氏の家臣であり，この検地にも関与 していて，実際に現地に赴いた人物 も

いたと思われる。中田加賀守は 「所領役帳」では三郎殿の配下に属 してい

た，いわゆる小机衆であった。加賀守は神太寺か らさほど離れていない矢

上や川島を所領とし，この付近の状況を知悉 していたと思われるので，こ

の検地に関与 していた可能性が高い。

 一方，武図書助の名前は他の史料には見えないが，三浦半島に武(横 須

賀市武)の 地名があり，そこには鎌倉時代か ら三浦氏の一族がいたことが

知 られるので，その流れを汲むと考えられる。久米氏は 『所領役帳』では
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久米玄蕃の名が見え，御馬廻衆 として別堀(小 田原市)・ 瀬谷(横 浜市瀬

谷区)・ 森戸(埼 玉県坂戸市)で 計百一貫六十七文を知行 している。この

雲松院文書の署名者 は同名であり，同一人物またはその子供 と思われ，

『所領役帳』 の段階では御馬廻衆であったが，小机衆に編成替され， 小机

領内で所領を与えられていたと考えられる。(23)

 この点に関 して，王禅寺へ 「久米陣夫」以外 は諸役免除を定めた天正十

二年(一 五八四)十 一月の北条家朱印状が注 目される。(24)陣夫役は当該

村落から百姓を陣夫として徴発 して，北条家臣が召 し使うものだが，徴発

する北条家臣の所領 と徴発 される村落とは一致 しない。とは言え，遠隔地

の村か らの徴発は非能率的であり，その近隣に所領を持っていた北条家臣

が北条当主の許可により， 陣夫を徴発 したと見 られる。 『所領役帳』 では

王禅寺は麻生内(川 崎市麻生区)で 寺領を与えられていたが，その南の寺

家 ・鴨志田(横 浜市緑区)は 小机領であった。王禅寺には同日付で北条氏

直判物が発給 され，麻生郷内の寺領三十貫文が以前の証文に任せて安堵さ

れている。(25)また， 同日には別の北条家朱印状が発給 され， 寺内の竹木

の伐採の禁止 と小机城で竹木が必要になった場合は印判状で申 しっけると

している。(26)王禅寺 は北条当主か ら代々寺領の安堵を受けているので，

麻生郷全体 は北条氏直轄領であったと思われるが，(27)小机城か ら竹木の

徴発を受けている事実から，小机城主の領域支配を受けていたと考えられ

る。 この点から王禅寺からの陣夫 も小机衆が使用 していた可能性が高く，

久米氏は小机領内に所領を持ち，北条当主からの許可を受けて王禅寺から

陣夫を徴発 していたと推測される。

 さて， もう一通の中田加賀守関係史料は次のもので，雲松院に与えたも

のと同様の検地指出である。

 酉年小机筋恩田之郷検地指出

，参拾五町四段大九十歩   田数

  此分銭
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百七拾七貫四百五拾八文 嘘 骰 宛

，参拾三町半

  此分銭

   参拾三貫五+文 但綴 別百蜿

   二拾韻 五百四+七文 但灘 簸

 合弐百参拾弐貫五十五文  田畠之辻

  此内諸引物

拾弐貫百文

五貫文

五貫文

参貫文

参貫文

弐貫文

 以上卅貫百文

残而

公事免

代官給

名主免

宮免

井料免

定使給

 引方

但本途之辻
十分一

  弐百壱貫九百五十五文 夏秋定納

   以上

右当検地定納之辻，無相違可致進納者也，仍如件，

         (「桐圭」朱印)

天正囲 酋九月廿七日 穐 筑前入道(花押)

                  中田加賀守代
                   柴崎但馬(花 押)

          恩田之郷           
百姓中(28)

 この文書 も小机城主北条氏光発給のもので，署名 している小山筑前入道

と柴崎但馬はその家臣である。柴崎但 馬には 「中田加賀守代」の注記があ
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るので，加賀守の配下に属 している人物 と思われるが，他の史料には現れ

ない。小山筑前入道 も他の史料には見えないが，恩田郷の南を流れる恩田

川を少 し下 った所に小山村があり， この村出身の人物かもしれない。小山

村は 『所領役帳』には名は見えないので，北条氏直轄領であったと推測さ

れ，それを契機に北条氏の被官になったとも考えられる。注記には奉行 と

あることか ら，検地執行の中心的役割を果たし，またこの付近の事情に精

通 した存在と思われ， この地域出身の可能性が高い。っまり，小山筑前は

検地奉行として，恩田郷の検地を行い，田畠の総面積や年貢高を確定 した

のである。また，柴崎但馬 も検地奉行を務めたと推測される。

 内容は基本的には前述 した雲松院領の場合と同様だが，控除分が記載さ

れている点が異なる。この種の検地書出で最 も早いのは天文十二年(一 五

四三)の 伊豆長浜郷宛のものだが，永禄後半以降に多 く出されるようにな

り，代官給 ・定使給 ・井料免 ・公事免 ・神田の控除が一般化 し，中には名

主免の控除も見 られる。こうした控除は書出の最初に 「分国之定法郷中之

指引」 とあるように，(29)北条氏の国法として定あ られたもので， 百姓側

の要望を受けて，北条氏が認可 したものと思われる。恩田郷の場合 も基本

的な控除分が揃っている。代官給は恩田郷の小代官，定使給は恩田郷と小

机城の間の連絡役を果たす者，名主免は恩田郷の名主としての任務に対す

る控除である。また，宮免は恩田郷の鎮守運営の費用，井料免は郷の南を

流れる恩田川からの用水を引 く費用に対する控除であろう。

 一方，公事免は 「本途之辻十分一」とあるが，これはいかなる意味であ

ろうか。 『所領役帳』 では恩田郷は小机城主三郎殿の所領で， その貫高は

一二七貫八七四文だが，この公事免はまさにその十分の一にあたるので，

公事免は検地前の貫高の十分の一が控除されたものである。結局，この検

地により恩田郷の総貫高は二三二貫五五文となり，一〇四貫一八一文の増

分が打ち出されたのである。北条氏光は小机城主として，三郎殿の所領の

恩田郷を継承 し，天正一三年に検地を行い，倍近い貫高の増加を実現 した
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のである。中田加賀守はこの検地の遂行を立案 し，配下を検地奉行 として

派遣するなど，小机領支配の実務を担当 していたと言えよう。

 もう一通の中田加賀守の名が見える文書は次のものである。

上丸子之内，近年川成二付而，世田ケ谷領沼目之郷与問答候，依之去

年己丑九月，興津加賀 ・中田加賀 ・安藤代福田三人之検使を以，被為

見候処上二，於上丸子者，無紛由申上候間，急度作識申付，有様之御

年貢可指上者也，仍如件，

  (天正十八年)
   庚寅     (虎朱印)

     圄 六日 今阿療之
        中村五郎兵衛殿

        上丸子百姓中(30)

 上丸子郷内の土地が 「川成」により，沼目郷との境界が不明確になった

ため，昨年九月に検使として興津加賀 ・中田加賀 ・安藤代福田の三人を遣

わして，検分させたところ，上丸子郷の土地であることが明確 となったの

で， 所有権を与えると述べたものである。 『所領役帳』 では上丸子の知行

人は千葉殿(江 戸衆 ・二十貫文)，下丸子 は布施善三(五 百五十文)，沼目

郷はその名は見えない。

 ところが，天正十五年(一 五八七)八 月の北条家朱印状では，上丸子郷

の貫高は四二貫五六六文で，その内三貫文を両名主に永代御免 し，残 りの

三九貫五六六文を 「御蔵納」 するように命 じている。(31)このことは天正

十五年には上丸子が北条氏直轄領であり，これ以前に千葉殿の所領が没収

されたことを意味する。貫高はちょうど倍近 くになっているが， これは北

条氏直轄領になった後に検地が行われ，増分が打ち出されたためであろう。

宛名の中村五郎兵衛は作職を与え られている点か ら見て，給人ではなく上

層百姓で，天正十五年の文書に出て くる名主と同一人物と思われる。天正
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十八年の文書の宛名は上丸子百姓中 と中村氏 となっているが，天正十五年

の文書の宛名は丸子郷名主 ・百姓中であり， この点からも中村氏 と名主は

同一の存在と推測できる。(32)

 沼目郷は近世には上沼部村と下沼部村(大 田区田園調布一帯)に 分村 し，

共に荏原郡世田ケ谷領に属 していた。下沼部村の多摩川対岸には向河原 と

いう飛地があったが，明治四十五年に神奈川県に編入され，大正十三年に

は川崎市，現在は中原区下沼部町 となり，(33)その北隣は上丸子である。

この点か ら見て，天正年間後半に上丸子と沼目郷の間で相論になったのは，

向河原の北側一帯の土地と思われる。恐 らく多摩川の洪水によって土地の

帰属が不明確となり，それを契機に相論が発生 したのだろう。

 上丸子は 『所領役帳』では小机の注記があり，小机領に属 していたので，

中田加賀守は小机領の代表者として出向いたのであろう。一方，下沼部村

の本村は多摩川左岸にあり，文中に書かれているように世田ケ谷領に属 し

ていた。(34)世田ケ谷領 は現在の世田谷区一帯であるが，そのかなりの部

分は世田谷を本拠とした吉良氏の所領である。 しか し，世田ケ谷領内にも

北条氏家臣の所領が存在 し，(35)必ず しも吉良氏が一円的な支配を してい

たわけではない。

 もう一人の検使興津加賀 はこの世田ケ谷領側の検使と推定 され，「所領

役帳』では江戸衆に属 し，落合(新 宿区落合)・ 桜田(千 代田区霞が関一

帯)・ 小日向(文 京区小日向一帯)で 計六十四貫二百十六文を知行 してい

る。世田ケ谷領の大部分は吉良氏が支配 していたが，江戸城代遠山氏 もそ

の支配に関与することもあり，このような他領との相論に関 しては検使を

派遣 していたのだろう。一方，安藤代福田はいかなる人物であろうか。安

藤氏は安藤豊前守良整の ことで，北条氏の重臣 として小田原城に詰めて

様々な業務を していた。よって，この福田氏は小田原か ら安藤氏の代理 と

して派遣されてきた検使である。つまり，三人の検使は上丸子の領域支配

者の小机城主，沼目郷の領域支配に関与 していた江戸城主，それらを統括

する北条当主から派遣されてきたことになる。
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 中田加賀守は検地に関わるのみでなく，検使 も務めていたが， この二っ

の仕事は土地の検分を行 う点で共通 し， この種の職掌を専門 としていたと

思われる。中田氏には修理亮を名乗 る人物 もいて， これと類似 した職務を

果たしていたことが知 られる。

 永禄七年(一 五六四)五 月の北条家朱印状によれば，野田氏は品川の内

で一二貫文を北条氏から与えられ，その土地を代官瑞雲院代，公方奉行興

津甚兵衛尉 ・中田修理亮から請取 るように命 じられている。(36)『所領役

帳』では古河公方足利義氏が品川南北で七七貫三五〇文を知行 していて，

その代官は瑞雲院が務めていた。瑞雲院は晴氏の正室芳春院(氏 綱娘)の

配下 にいた僧侶で，古河公方の家政に深 く関与 していた。(37)野田氏は古

河公方家臣であり，義氏の所領の一部をこの時に何 らかの理由で与えられ

たと思われる。そのため，品川の代官を務めていた瑞雲院の代理人が土地

の引渡 しを行 ったのだが，公方奉行 として興津 ・中田もそれに立ち会 って

いたことは注 目される。公方奉行 とあるので，両者は小田原から派遣 され

た人物であり，興津 は興津加賀守の一族，中田も中田加賀守の一族 と思わ

れる。 これも検使的な役割を果たす点では前述の両加賀守の場合 と同様で

あり， この両家は職掌内容で共通する面が多分にあったと言えよう。

 一方，年月日未詳四月一三 日付の北条氏光朱印状 は，星川久左衛門に一

人扶持を与えるので，中田修理亮か ら請取るように命 じたものである。(38)

また，天正九年四月付の北条氏光朱印状では，久左衛門に恩賞 として秋以

降に給田五貫文を与えると述べている。(39)久左衛門 は氏光に属 して戦功

を上げ，その結果最初 は一人扶持，その後に給田を与えられ，氏光家臣の

一角に連なったと思われる。風土記稿では久左衛門の子孫 は五段田村(川

崎市多摩区生田周辺)の 旧家であるが， ここから小机領 までは近距離なの

で，何 らかの形で小机衆 と接触 して，戦 に参加 したのだろう。一人扶持の

給付 とは小机城から米を支給 されることを意味し，その支給を中田修理亮

が行 っている。 これは修理亮が小机城の米蔵を管理 し，米の出納を行 って

いたことを物語 る。
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 天正三年 と推測されている北条家朱印状にも中田氏の名が見え，こうし

た職掌を行 っていたことが裏付 けられる。(40)この朱印状は駒林村の小代

官 ・百姓中宛のもので，彼 らが川流の発生により，諸役免除を詫言 し，そ

の結果損分の田畠に賦課された段銭 と懸銭の半分が赦免されている。 しか

し， 残 りの半分は納入が命 じられ， 「百姓中并中田二可渡之」 と記されて

いる。段銭 と懸銭は支城に納入するのが普通であり，この駒林村は小机領

に属するので，当然小机城に納入することになる。よって，この中田氏は

小机城の奉行人であり，修理亮のことと思われる。

 加賀守と修理亮の関係は不明だが，共に小机城主北条氏の家臣であり，

一族であるのは間違いない。史料的には加賀守 は元亀三年から天正十八年，

修理亮 は永禄七年 と天正七または八年の文書に現れ，その活動時期は一致

している。一般に修理亮のような受領名から加賀守のような国守に官途は

進むので，両者は同一人物ではなく，親子または一族 と見られ，共に検地

や年貢 ・公事の出納 といった実務に携わっていて，計数能力に長けていた

ようである。

3 中田加賀守と矢上 ・川島

 矢上 と川島には中田加賀守に関する伝承が多 く残されている。『風土記

稿』の矢上村の項には，「旧跡館跡」として，「村 ノ中程熊野社 ノ後背ノ陸

田ノ辺ナ リ，則前条ニシルセル保福寺 ヲ建立セシ中田加賀守力住セシトナ

リ，今 コ・ニウッ木ノームラナセル所ア リ，是加賀守力先祖ノ墳ナ リト，

土人此木ニフル ・コトアレハ必奇病 ヲウル トテ近 クヨルモノナシ，此地ハ

百姓武右衛門 ト云モノ ・持ナルカ彼ノ先祖ハ渡辺何某 トテ加賀守力家士ナ

リシト云」 とある。

 この加賀守の館は熊野神社の後方の台地上に以前は存在 したが，慶応大

学の野球場整備の際に整地 され，遺構は野球場の北側に堀切状 のものが

残 っているだけである。また，風土記稿で加賀守の先祖の墓 と伝えていた

塚 も昭和初年まで存在 したが，ハ ンドボール場(野 球場の西南)の 造成の
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際に消滅 した。(41)かつては畑の中に小高い塚が一基あり，風土記稿によ

れば，空木が何本か存在 し，この木に触れる者は奇病にかかるので，誰 も

近づかないという禁忌があった。また，この塚を加賀守の家臣渡辺氏の子

孫武右衛門が所有 していた点 も興味深い。こうした禁忌は城跡や古戦場跡

によくあり，その場所を不可侵とする観念が存在 したことを物語 り，それ

は所有者のみでな く，村民全体に行 き渡 っていた。所有者の武右衛門に

とって館跡はかつての主君を忍び，同時に自家が武士であった由緒を再確

認する場所であった。そこは加賀守の先祖が眠 る場所でもあり，そこに禁

忌を設定することで，特別な場所 と人々に意識 させ，加賀守に関する記憶

を再生産させ ることになった。

 こうした加賀守に関する伝承 は他にもある。風土記稿の浅間社の項には

「村ノ東方小高キ塚上ニアリ， 最小祠ナ リ， 相伝 フ昔北条家ノ麾下 ノ士中

田加賀守此塚 ヲ築キテ新二此社 ヲ鎮座 アリシト，社頭二古松樹生シケリタ

レハ，古キ宮居ナルコトハシラレヌ」とあり，加賀守は塚を築いて，浅間

社を勧請 したという伝承が存在 した。これは塚が信仰の対象となっていた

ことを示 し，塚の造成，神社の勧請という信仰面でも加賀守が矢上村に関

わっていたことを意味する。この伝承の真偽は不明だが，戦国時代の関東

では富士信仰が広まり，各地に浅間神社が勧請されていたのは事実であり，

そうした当時流行の信仰を加賀守が受容 し，矢上村の人々にも勧めたのか

もしれない。 この神社には古い松が茂 っていたため，古い神社 と人々に認

識されていたが， この認識は同時に加賀守の事績 も喚起 させるものであっ

たと思われる。

 村内の保福寺(曹 洞宗)も 風土記稿には 「開基ハ中田加賀守某ナ リ」 と

あり，加賀守の開基 と伝えている。(42)このような北条氏家臣の開基や中

興 と伝える寺院は各地に多数存在 し，中でも曹洞宗や日蓮宗寺院が多い。

中田氏 も曹洞宗を信仰 し，僧を招いて保福寺を開いた可能性は十分にある。

当時の武士 は曹洞宗寺院を日常的に訪ねて，僧侶か ら話を聞いたり，振舞

を受けることもあり，盆の際には施餓鬼の供養を受けるなど菩提や葬送の
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世話を してもらっていた。(43)加賀守 も保福寺と同様の関係を結び，寺領

の寄進など経済的な保護を加えていたと思われる。

 このように，中田加賀守は知行地の矢上村に館を構え，寺院や神社を建

立 していた。館の周囲には矢上村の鎮守熊野神社や保福寺があるので， こ

の付近が矢上村の中心 と考えられ，そこを本拠 として中田氏は矢上村を支

配 していた。館跡の一角にあった中田氏の先祖の墓所は，近世にはその家

臣の渡辺氏の所有地 となり，不可侵の禁忌が設定 されていた。こうした

様々な伝承によ り，中田氏 の事績は近世 にも受け継がれ，禁忌や古松 と

いった景観を通 じて，中田氏に関する記憶 は常に呼び起こされていたと言

えよう。

 同 じ北条氏の知行人でも知行地に全く痕跡を残 さない領主 と中田氏のよ

うに様々な痕跡を残す領主がいるが，前者 と後者では知行地への関与の仕

方 はかなり異なっていたと思われる。後者の場合はその土地に館を構えて，

所領経営や寺社の造立を行うなど在地に密着 した存在であり，それゆえに

多 くの伝承で彩 られることになった。小机城主の場合も小机城主北条氏に

関する伝承がほとんどないのに比べて，城代であった笠原氏に関する伝承

は小机やその周辺地域に多数残されていて，笠原氏こそが小机領支配の中

心人物であったことを物語っている。

 さて，中田加賀守のもう一つの知行地川島にも伝承が残されている。風

土記稿の川島村には 「旧家百姓藤左衛門」として，次のような記述がある。

コノ所ノ村正ニテ中田ヲ氏 トス，先祖加賀守ハ北条氏ノ家人ニシテ，

ソノ禄今ノ石高ヲモテイハ 丶三万石ホトヲ受シモノナ リト云，此辺 ヨ

リ稲毛等ヲスヘテ郡代セシヨシヲ云伝ヘ リ，北条家人役帳ヲ按ルニ中

田加賀守力名ヲノセテ小机ノ内川嶋及 ヒ矢上ノ内十五貫四百二十文ヲ

領セシヨシヲノス，天正十八年小田原没落ノ時加賀守ハ己力采邑矢上

村へ落来 リ，同年没セシニヨリ同所保福寺へ葬 レリ，ソノ子藤左衛門

ハ後二当村へ移 レリ，其コロ父加賀守力遺骨ヲ分チテ持来 リ，正観寺
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ヲ建 テ ソノ塚 ヲ築 キ シ ナ リ， 其 石 碑 境 内 二存 セ リ， 大 猷 院 殿 ノ御 時 ，

正 シ キ由 緒 アル 浪 人 百 姓 等 ノ系 図 ヲサ ・ク ヘ キ ョ シ命 ア リシ頃， 藤 左

衛 門 力系 図 ヲモ奉 リシ カバ ， ヤ カ テ長 男 ヲハ 召 出 サ レテ知 行 五 百 石 ヲ

賜 バ リ屋 敷 ヲハ 江 戸 神 田 於 玉 ケ池 ニ テ タ マ ヒシ トナ リ， サ レ ト其 年 月

等 詳 ナ ラス， 後 二嗣 ナ ク シ テ家 絶 シ ト云 ， 今 ノ藤 左 衛 門 ハ ハ シメ先 祖

ノ御 家 人 二加 ヘ ラ レシ トキ名 跡 トシ テ， 次 男 某 ヲ此 所 へ残 シ置 ケ ル ソ

ノ子 孫 ナ リ トソ

  中田氏は今の石高で言えば三万石程を受け，この付近か ら稲毛一帯の郡

 代を勤めていたという。この伝承は小机領や稲毛領内の事象を扱 っていた

 中田氏の活動とある程度一致 している。小机領は支城主制なので，郡代は

 存在 しなかったが，近世にはこうした活動を郡代としての権限によるもの

 とする認識があった。これは中田家に伝わっていた伝承と思われる。

  加賀守は天正十八年の小田原落城後，矢上村 に落 ち延び，同年に亡 く
● な

って保福寺に葬 られた。その後，子藤左衛門は川島村に移住 し，父加賀

 守の分骨を持 ってきて，正観寺を建立 し，塚を築いて石碑を立てたという。

 風土記稿の正観寺の項には 「当寺ハモ トノ名主中田藤左衛門 ト云モノ，僧

 珠牛 ヲ開山 トシテ建立スル所ナリ，珠牛ハ元禄元年九月十七 日寂セ リ」 と

 あり，近世初期に藤左衛門が正観寺を建立 したことが記されている。 この

 川島村は加賀守の知行地であったので，その由緒を辿 って藤左衛門の移住

 が行われた。中田氏の本拠地は矢上であり，川島は後に北条氏から与えら

 れた土地 と考え られるが，戦国期か らそれなりの基盤を持 っていたのだろ

 う。

  徳川家光の時に，由緒ある浪人や百姓に系図を献上す ることが命 じられ

 たため，藤左衛門は系図を献上 し，その後長男が召 し出されて五百石の知

 行と神田於玉ケ池で屋敷を与え られたという。 しか し，後にその家 は断絶

 し，召 し出された藤左衛門の次男が川島村の家を継いで，今に続いている

 と述べている。
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 家光の時代の寛永十八年(一 六四一)に 大名や旗本に系図の提出が命 じ

られ，それをまとめた 『寛永諸家系図伝』が編纂されたが，浪人や百姓に

系図提出を命 じた事実 はな く， この伝承は 『寛永諸家系図伝』編纂を元に

作 られた虚構であろう。 とは言え， この伝承は戦国期には北条家臣であっ

た由緒を持っ中田氏が，武士身分への回帰を望んでいたことを示すもので

ある。 こうした家では先祖の事績を記 した由緒書を作成することが多いが，

中田家にも由緒書が存在 し，風土記稿の記述はこれが元になっていたとも

考えられる。いずれにせよ，中田氏が近世を通 じて，川島村の名主を勤め

ていたことは事実であり，同家では矢上にあった陣屋を川島に移 し，名主

屋敷として使用 していて，以前は周囲に堀 もあったと伝えている。(44)

おわ りに

 以上，中田氏の動向を中心に，戦国期の矢上周辺地域の状況に関して述

べてきた。中田氏は元々は太田氏の家臣で，惣領 と思われる加賀守は北条

氏に属 し，小机城主の奉行人として活動 していた。後北条氏滅亡後，加賀

守の子藤左衛門は知行地川島に移って，その後名主を務めていた。こうし

た後北条氏の知行者から名主への転成は他にも多 くの事例があるが，知行

地にそのまま土着 した場合や他の土地 に移住 した場合などそのコースも

様々であり，各知行者の動向を個別に追跡する必要がある。また，こうし

た家は後北条氏発給の古文書を所有 していることが多いが，各文書が何故

にその家に伝来 したかも追求すべきである。これ らの文書は小代官 ・百姓

中宛のものが多数を占める一方で，個人名宛のもの もあり，両者の違いに

も注意すべきである。また， これらの家では中世に武士身分であった由緒

を持ち，なかには由緒書や村の歴史を記 した旧記を作成することもあった。

こうした近世作成の文書 も家の意識を知る上で大切であ り，記載内容を分

析すべきである。

 一方，扇谷上杉氏支配段階の状況，小机領支配の内容，領内の郷村の状

況 も不明確な部分が多い。こうした点を知るには中田氏のような北条氏進
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出以前からの領主，新たに所領を与えられた北条氏家臣，新たに取 り立て

られた家 といった相違にも注意 して，その所領経営や村落との関係に分析

を加える必要がある。そのためには，地域に残る城や館跡，山 ・谷 ・林 ・

川などを含あた全体的な景観 も重要な史料となるが，近年の横浜 ・川崎市

域では急速な開発の進行により，こうした遺跡や景観が原型を止あない状

態になっているのは残念なことであり，本格的な対応が必要と思われる。

注

(1)野 球場 の一角 には一枚板 の記念碑が立 っていて， 表 には 「保 福寺開基」 「中

 田加賀守累代墳墓之地」 と二行 に字が刻 まれて いる。 そ して，裏 には 「中 田加

 賀守 は当地 の豪族也，浅間社 ・熊野社 ・観音堂を開基す。後北条氏 の部将 とな

 り，矢上村 ・戸手村 ・井田村 ・川島村等三万石を采邑せ り。天正十八年小 田原

 落城の砌，此處 に没 し，子孫 は川島村 に移住す。当 日吉台 は其屋形跡 に して，

 丘陵一帯 の古墳 は其先祖の塚也 と伝ふ。武蔵風土記稿 に曰 く，今 コ ・ニウッ木

 ノー ムラナセル所 ア リ，是加賀守 力先祖 ノ墳ナ リト，土人此木 にフル ・コ トア

 レハ必奇病 ヲウル トテ近 ク ヨルモノナシと。昭和十年慶応義塾大学校地整備 の

 為，古墳 の発堀 に着手，先づ剣 と埴輪を得た り，子孫知 らず，災厄諸家 に頻 々

 たるに及 び始 めて，驚 き悟 りて発堀の中止を請願す，昭和廿六年古墳再発堀 の

 止 むなきに至 る。学校 当局 の厚意 に依 り，当地を之か改葬の地 と定 め，今般改

 めて建碑 し以 て，永久 に祖霊 を修祀せん とす。

  昭和廿九年四月八 日 中 田加賀守子孫一同」 とあ る。

(2)黒 田基樹 『戦国大名北条氏の領国支配』(岩 田書院， 一九九五年)， 第四章

 久野北条氏 に関す る一考察。初出 は一九八九年。

(3)西 ケ谷恭弘 「武州小机城 の研究」(『武蔵野の城館址』名著出版，一九八 四年。

 湯山学 「後北条氏の小机領支配一北条長綱(幻 庵)の 動向を中心 に一」(『郷土

 よこはま』一〇〇号，一九八五年)。

(4}渋 江 に 「三間在家」の注記があ るが，村内に三軒の在家があ り， それが知行

 の基本 となって いたという意味で あろうか。

(5)『 戦国遺文 後北条氏編 一巻」 七一三 号，諸 州古文書 武州一二。以下，『戦

 国遣文』か らの引用 は，戦1一 七一三の如 く表記す る。

(6)黒 田基樹 『戦国大名領国の支配構造』(岩 田書院， 一 九九七年)， 第十二章

 江戸太 田康 資の考察。初 出 は一九九 六年。 この地域 の康 資の寄 子知行地 には
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 「小倉三 橋分」(一 五貫文)も あ るが，小倉 は鹿嶋田の南隣 にある。

(7)『 神奈川 県史 資料編1古 代 ・中世(1)』 古代編 八 四二号。 宮内庁書陵

 部所蔵 中右記部 類巻 十六裏 文書 。

(8)稲 毛郷にっいて は 『角川 日本地名辞典 神奈川県』， 木 村茂光 「武蔵国橘樹

 郡稲毛荘 の成立 と開発」(『地方 史研 究』 二二七号 ， 一九九〇年)， 『川崎市史

 通史編1自 然環境 ・原始 ・古代 ・中世』 第三 編第一章(石 井進氏執筆)が 詳 し

 い。

(9)「 神 奈川県史 資料編 古代 ・中世3下 』六 八一 四号 。

(10)伊 礼正雄 「『小 田原衆所領役帳』 研究 への提言」(『関東戦国史 の研究」 名著

 出版，一九七六年)。

(11)『新編武蔵風土記 稿』 の高田村 の項 には恒岡氏 に関 す る伝承 は掲載 されず，

 中田加賀守 の場合 とは好対称 であ り， それ ほど在地に密着 した存在で はなか っ

 た と思 われる。

(12 佐脇栄智 「武蔵国太 田渋子郷 雑考一 その訓 み と郷域 と一」(『日本歴史』五〇

 五号，一九九〇年)は ，長尾村 内に神木(新 木)が あ るので， この記載の鈴木

 は神木(新 木)の 写 し誤 りと推 測 し，恒 岡氏 が長尾 村 とその内部神木を共 に所

 領 としていた と述 べている。 また，太 田渋子郷 の地頭分が平村，領家分が長尾

 村であ り，渋子 は 「しぼ く」， 「渋口」 は 「しぼ くち」 と読む とも指摘 して いる。

(13)注(2唐 ，第 四章 な らびに第五章 「北条 氏堯 と北条氏光」。

(⑳ 『角川 日本地名 辞典 神 奈川 県」。

(15)『所 領役帳』 では江間氏 は 「奈古谷給 田」(静 岡県韮 山町)(三 十貫文)も 与

 え られているので，駒林 も記載 はないが，実 際に は給田で あったと思 われ る。

(16)戦2一 一五七七。諸州古 文書 武州一二。

(m 市野 家は現在 も1日駒林村 であ る日吉本 町に多 く存在す るので，近世 に至 りそ

 のまま帰農 したと考 え られる。 その菩提寺 は西光院で，近世の墓が多 くある。

 『所領 役帳』で は市野助太郎 ・四郎左衛 門の二 人が東郡赤 羽祢開 で知行 を与 え

 られてい る。両者 は駒林 の市野氏 の一族 と推 定 され る。

(18)戦4一 二七一七。武州文書所収橘樹郡林平所 蔵文書。

(19}戦3一 一八〇 四，4一 三三五三。 同上所 収。

⑳ 戦2一 一六ニー号，雲松 院文書， この文書 は武州文書で は 「有虞宝日公陶唐」

 の印 とな っているが，原文書 は 「桐圭」朱 印であ り，編 纂の際 に同寺所蔵の永

 禄 四年閏三月 の制札 に押 されている 「有虞宝 舩陶唐」 と取 り違えた と思われ る。

⑳ 鳥 山は小机保 内にあるが， 中世 には近世 の鳥 山村よ り広 く，その中 に神太寺

 も含 まれていたのだろ う。戦国 時代 の史料 には鳥山の北隣の片倉や神太寺 の名
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 が見 え，既 に一村 と して独立 していた と見 られるが， なお も鳥 山の一部 とい う

 認識 が残 っていた と思 われる。

⑳ 池上裕子 「戦国時代 の指 出 と検地」(『神奈川地域史研究』 第17号 ， 一九九

 九年)は 指 出 と検地 に関 して， 整理 を加 えた もので，北条氏 の場合 は検地役人

 が派遣 され，近世段 階 と比 べれば不十分 とは言 え， 田畠の面積 を計 る検地 が行

 われた と指摘 してい る。

㈱ 天文十一 年(一 五 四二)十 一 月の久良岐郡堀 之内にあ る宝生 寺への寺領寄 進

 状に は久米 入道が連 署 して いるが(戦1一 ニー 八)， これ も一 族 と思われ る。

 また，天文十三年閏十一月の北条家朱印状で は久米大膳 亮 に分国内で 「拾匹十

 人」 の過所(戦1一 二五 四)， 永禄七年六月の北条氏邦朱印状で も同人 に氏邦

 知行内での過所を与えて いる (戦1一 八五六)。 この大膳亮 と玄蕃の関係 は不

 明だが，過所を与え られて いることか ら見て，各地を遍歴 して商売を行 う存在

 で あったの は間違 いな い。天文一八年 と推定 されて いる北条氏康書状 では上総

 の真里谷武 田氏へ の使者 を久米氏が務 めて いたことが窺われ るが(戦6一 四六

 三九， 本乗寺文書)， この役割 は各地 を遍歴 していた大膳亮 の職掌 に適合 して

 いるので， 同一人物 の可能性 がある。

⑳ 戦4一 二七三五。王禅寺文書。

125)戦4一 二七三八。 同上。 『所領役 帳』 では五十貫 なので， これ以降寺領 が減

 少 した と見 られ る。

㈱ 戦4一 二七三六。武 州文書所収王禅寺文 書。

⑳ 元亀三年三月 に北条氏政 は岡部和泉入道 に堪忍分 として麻生 郷を与 えてい る

 ことか らも，麻生郷が北条直轄領で あった ことがわか る(戦2-J五 八五，岡

 部文書)。

㈱ 戦4一 二八六五。武州文書で は藤兵衛所蔵，風土記稿で は恩田村の百姓藤兵

 衛所蔵 とす る。

(29)戦2一 一七二〇～一。東慶寺文書。

(301戦5一 三六八二。 日枝神社文書。

(31)戦4一 三一六五。同上。奉者 は同 じく今阿弥 である。

(3Z)こ の段階 で中村氏 が名主 とい う役職名 ではな く，名字 を持つ存在 と して，北

 条氏 に把握 されるに至 ったのは， 中村氏 が北条氏 の被官 に近 い存在 にな ってい

 た ことを推測 させ る。 その契機 とな ったのは永代 の名主免 の許可 であ り， これ

 は被官 に与 え られ る給 田 と限 りな く近い ものであ った と思 われ る。

(33)『角川 日本地 名辞典 神 奈川 県』 『同 東京 都』。

耡 近世 に も下沼部村 は世 田谷領に属 していた。 しか し， 南隣の鵜 ノ木 は 『所領
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 役帳』 で は六郷の注記があ り， 六郷領 に属 していた。 『所領役帳』 で は六郷 の

 注記があ る郷村 は多摩川左岸河 ロー帯に集中 し， さらに北 側 にも広が っていた

 が，近世 にはこれ らの地域 は六郷領 とな った。 この ように下沼部村 は小机 ・世

 田谷 ・六郷領の境界 にあ り，重要な場所であ った と思われ る。

(35)荻 野三七彦 『吉良氏の研究』(名 著出版，一 九七 五年)武 蔵の吉良氏 につ い

 ての研究。 『所領役帳』 では宇名根 を江戸衆 の太 田大膳助， 北見之内養安寺分

 を恒岡弾正忠を知行 して いる。

(36)戦1一 八五五。野田家文書。

(371佐 藤博信 『古河公方の研究』(校 倉書房，一九八九年)， 第一部第五章 足利

 晴氏 ・義氏 とその時代。

(謝 戦3一 二二二五，武州文書橘樹郡丈右衛門所蔵文書。

(39)戦3一 二二二七。同上。

(40)戦3一 一八〇四。武州文書橘樹郡林平所蔵文書 。

(41)『日本城郭大系 6 千葉 ・神奈川』(新 人物往来社， 一九八 ○年)三 〇四～

 五頁，中田加 賀守館の項。 この館跡 は新幹線 の真上にあ り，慶應高校の脇か ら

 谷を下 りてい くと，右側の山腹 に階段があ るが，その登 り口 には直方体の石が

 あ り，正面 に 「中田加賀守祖先墳墓参道」，右側に 「昭和三十九年十二月吉 日」，

 左側 に 「中田子孫一同」 と刻 まれて いる。 これ は中田氏の子孫が先祖の墓を顕

 彰す るたあ に製作 したもので ある。 そこを登 って いった所 に堀切状 の遺構が あ

 り， 一段高 い所 に野球場があ る。 『城郭大系』 に よれば， この野球場の東部 に

 「ほんや しき」， 台地東側の下 には 「ふえや しき」 「したや しき」 の地名が残 っ

 て いるという。 この地名 は中田氏の屋敷が台地上 にあったことを示 し， その下

 側なので下屋敷 とい う地名 とな った と思われ る。

㈹ 風土記稿 には保福寺八王子心源院第六世春悦の開山であ ったが，後 に春悦 は

 雲松院の楞室に譲 ったので，雲松院の末寺 とな った とあ る。

(43)拙 著 『松平家忠 日記」(角 川選書，一九九九年)。

(441注(41}書，二九〇頁。中田加賀守屋敷。風土記稿で は川島村の小名馬場崎 は中

 田加賀守が馬 に乗 った所 と伝えてい る。正観寺 には中田家の墓があ るが， ほと

 ん どが明治以降の ものであ る。一方，同村内の隨流院(曹 洞宗)に は中 田家 の

 近 世の墓があ る。 そ こに は明治か ら大正頃に作 られた中田加賀守夫妻 の墓 もあ

 り，正面右 に 「昌久道繁居士」，正面左に 「昌栄理繁 大姉」，右側面 に 「天正十

 八庚辰六月十五 日， 俗名中田加賀守」， 左側面 に 「慶長九年三月朔 日」 と刻 ま

 れてい る。 これ によれば，中田加賀守の没年 月 日は天正十八年 六月十五 日で，
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小 田原落城以前 とな り，風土記稿 の記述 とは異 な ってい る。 また，正 観寺 にあ

る墓碑銘 によれば，初代藤左衛門 の法名 は空 山永尊禅 定門で寛 永十二年六 月二

十七 日に没 している。 この法名 や日付 の根拠 は過去 帳に基 づ くと思 われ るが，

この点 は今後 の課題 である。 また，近世 におけ る中田家 と隨流 院 ・正観 寺 ・保

福寺 の関係 について も検討 を加 えて，風土記稿 の記述 内容 と照合す る必 要があ

る。


